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現
下
の
法
曹
養
成
制
度
の
問
題
点
及
び
今
後
の
見
直
し
に
関
す
る
質
問
主
意
書

現
下
の
法
曹
養
成
制
度
に
は
様
々
な
問
題
点
が
あ
り
、
法
務
省
が
庶
務
を
担
当
す
る
「
法
曹
養
成
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
や
、
総
務

省
の
政
策
評
価
に
お
い
て
も
見
直
し
の
方
向
性
が
指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
制
度
の
問
題
点
及
び
見
直
し
の

進
め
方
に
関
し
、
以
下
十
八
項
目
に
わ
た
り
質
問
す
る
。

一

法
曹
養
成
制
度
に
お
け
る
合
格
者
の
状
況
に
つ
い
て

�

弁
護
士
登
録
者
数
の
推
移
を
見
る
と
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
時
点
で
一
万
八
千
二
百
四
十
六
人
だ
っ
た
も
の
が
、
平

成
二
十
三
年
四
月
一
日
時
点
で
は
三
万
五
百
十
八
人
に
増
え
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
昨
年
秋
の
司
法
試
験
合
格
者
数
は
二

千
六
十
三
人
だ
っ
た
が
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
時
点
の
数
を
伺
う
。

�

未
登
録
者
の
割
合
の
推
移
は
、
第
六
十
三
期
司
法
修
習
生
に
つ
い
て
は
十
二
月
で
十
一
％
、
三
月
で
三
・
七
％
、
六
月

で
二
・
六
％
で
あ
っ
た
。
第
六
十
四
期
司
法
修
習
生
に
つ
い
て
は
い
か
が
か
。

�

第
六
十
四
期
司
法
修
習
生
の
就
職
未
定
者
の
そ
の
後
の
動
向
に
つ
い
て
、
把
握
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
伺
う
。

�

法
曹
有
資
格
者
の
多
様
な
職
域
に
関
連
し
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
に
対
す
る
法
律
相
談
業
務
の
展
開
状
況
を
伺

う
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
二
重
ロ
ー
ン
問
題
」
に
つ
い
て
、
相
談
業
務
に
お
け
る
取
り
扱
い
及
び
解
決
の
状
況
を
伺
う
。

一



�

法
曹
有
資
格
者
の
国
家
公
務
員
へ
の
選
考
採
用
に
つ
い
て
、
昨
年
は
六
名
と
な
り
、
金
融
庁
、
公
正
取
引
委
員
会
、
国

税
庁
に
続
い
て
、
経
済
産
業
省
と
農
林
水
産
省
で
新
た
に
採
用
内
定
が
あ
っ
た
と
の
こ
と
だ
が
、
新
た
な
二
省
に
お
け
る

配
属
先
な
い
し
、
担
当
業
務
を
伺
う
。
ま
た
、
今
後
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
も
伺
う
。

�

千
葉
県
流
山
市
な
ど
、
地
方
公
共
団
体
で
も
法
曹
有
資
格
者
の
採
用
の
動
き
が
あ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
ど
の
よ
う
な

ニ
ー
ズ
が
あ
る
の
か
、
伺
う
。
ま
た
、
従
前
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
み
ら
れ
る
法
務
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
（
弁
護
士
に
委
嘱
）

と
の
役
割
の
違
い
を
伺
う
。

�

企
業
内
弁
護
士
は
、
平
成
十
三
年
の
六
十
四
人
が
、
平
成
二
十
三
年
に
は
五
百
八
十
八
人
と
増
え
て
い
る
が
、
最
近
の

企
業
側
の
具
体
的
な
ニ
ー
ズ
を
伺
う
。
一
方
、
上
場
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
を
巡
る
事
件
は
後
を
絶
た
な
い
状
況
で

あ
る
が
、
職
域
拡
大
の
余
地
が
あ
る
の
か
、
見
解
を
伺
う
。

�

法
曹
養
成
の
場
と
し
て
の
法
科
大
学
院
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
、
法
廷
活
動
以
外
の
部
分
で
法
曹
有
資
格
者
の
職
域
が

広
が
り
つ
つ
あ
る
こ
と
に
対
応
し
て
見
直
す
必
要
は
な
い
の
か
、
見
解
を
伺
う
。

�

企
業
活
動
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
む
中
、
国
際
的
な
法
務
需
要
も
増
え
て
き
て
い
る
も
の
と
思
料
す
る
が
、
法
科
大
学

院
に
お
い
て
、
海
外
と
の
契
約
等
の
法
律
問
題
に
対
応
で
き
る
人
材
の
養
成
は
十
分
で
あ
る
の
か
、
実
情
を
伺
う
。

二



二

法
曹
養
成
制
度
に
お
け
る
不
合
格
者
の
状
況
に
つ
い
て

�

法
科
大
学
院
協
会
で
は
、
修
了
者
の
進
路
に
つ
い
て
、
デ
ー
タ
の
蓄
積
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
平
成
二
十
四

年
度
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

�

平
成
二
十
三
年
十
月
末
時
点
で
の
中
間
的
な
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
ベ
ー
ス
に
進
路
不
明
者
の
実

態
把
握
な
ど
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
に
努
め
る
べ
き
と
考
え
る
。
文
部
科
学
省
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

�

各
年
、
千
五
百
人
程
度
存
在
す
る
進
路
不
明
者
の
中
に
は
、
就
職
が
決
ま
ら
ず
、
「
ド
ロ
ッ
プ
・
ア
ウ
ト
」
し
て
い
る

方
も
あ
る
の
で
は
と
危
惧
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
見
解
を
伺
う
。

�

平
成
二
十
四
年
十
月
時
点
で
こ
の
結
果
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
な
ら
ば
、
現
行
の
司
法
試
験
制
度
の
「
三
振
制
」
の
対
象
と

な
る
者
も
新
た
に
増
え
る
な
ど
、
さ
ら
に
厳
し
い
結
果
が
予
想
さ
れ
る
が
、
文
部
科
学
省
の
見
解
を
伺
う
。

�

こ
れ
ま
で
法
科
大
学
院
は
、
「
弁
護
士
資
格
の
取
得
」
を
い
わ
ば
売
り
物
に
し
て
志
望
者
を
募
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る

が
、
平
均
合
格
率
が
三
割
に
満
た
な
い
現
状
に
お
い
て
、
今
後
は
若
者
に
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し
て
い
く
べ
き

か
、
文
部
科
学
省
の
見
解
を
伺
う
。

�

法
科
大
学
院
の
数
の
絞
り
込
み
な
ど
、
様
々
な
対
策
が
議
論
さ
れ
て
い
る
一
方
、
我
が
国
の
法
学
研
究
の
場
と
し
て
の

三



役
割
を
担
っ
て
い
く
こ
と
も
重
要
な
使
命
と
考
え
る
が
、
文
部
科
学
省
の
見
解
を
伺
う
。

三

法
曹
養
成
制
度
の
見
直
し
の
進
め
方
に
つ
い
て

�

「
法
曹
養
成
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
で
は
、
法
曹
養
成
制
度
の
今
日
的
な
問
題
点
や
若
者
が
直
面
し
て
い
る
制
度
の
ひ
ず
み
な

ど
を
直
視
し
、
具
体
的
な
処
方
箋
を
書
く
べ
き
と
考
え
る
が
、
法
務
省
の
見
解
を
伺
う
。

�

フ
ォ
ー
ラ
ム
の
議
論
を
踏
ま
え
、
文
部
科
学
省
と
し
て
、
法
科
大
学
院
の
在
り
方
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
処
方
箋
を
書

い
た
の
か
、
見
解
を
伺
う
。

�

総
務
省
で
は
、
「
法
曹
人
口
の
拡
大
及
び
法
曹
養
成
制
度
の
改
革
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
継
続
し

て
政
策
評
価
を
進
め
、
そ
の
結
果
を
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
日
に
取
り
ま
と
め
た
が
、
こ
れ
を
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
議
論
に

反
映
さ
せ
、
関
係
省
庁
が
一
体
と
な
っ
て
制
度
改
革
案
を
ま
と
め
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
内
閣
の
見
解
を
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

四


